
資料①－１ 

 

 

こども相談センターの移転、管轄変更について 

                                    こども青少年局 

 中央こども相談センター 

 

 

１ 趣旨（概要） 

・令和 7 年 3 月１日（土）、中央こども相談センター（中央区森ノ宮）の、浪速区

への移転および住吉区の管轄変更（南部こども相談センターから中央こども相談セン

ターへ）が行われます。3月 3日（月）より業務を開始します。 

・中央こども相談センターの管轄区のうち城東区・鶴見区・東成区・生野区は、現

在の中央こども相談センター（中央区森ノ宮、以下、中央こども相談センター分館）

に残り、中央こども相談センター東部分室として業務を行います。 

・南部こども相談センターは、3月 24日より、建替のため、中央こども相談分館（中

央区森ノ宮）に仮移転します。 

・中央こども相談センター教育相談は引き続き中央こども相談センター分館にて業

務を行います。 

  

２ 目的 

 こども相談センターの移転、仮移転に関する情報提供 

 

３ その他（スケジュール・他の課長会での説明予定等） 

・ 令和 6年 11月 13日 区長会（こども・教育部会）で説明済み 

・ 区総務課長会、子育て支援室チームリーダー会議で説明予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



管轄区の推移

現在
（～令和７年３月）

中央（１３区）

南部（４区）

北部（７区）

新中央
３月３日業務開始
・相談部門（10区）
・一時保護所（14区）

南部（３区）
・相談部門

東部（６区）北部（５区）

中央（１０区）

南部（３区）
・一時保護所

北部（７区）

現中央（中央分館）
・東部分室（４区相談部門）
・教育相談（全区）
・南部（仮移転＊）（３区）
（＊３月２４日業務開始）

中央分館
・教育相談（全区）

中央移転後
（令和７年３月～）

4か所体制整備
後（令和8年度中）

【管轄区】

北部 ７区
北区、都島区、福島区、西淀川区、
淀川区、東淀川区、旭区

中央 13区
此花区、中央区、西区、港区、大正区、
天王寺区、浪速区、東成区、生野区、
城東区、鶴見区、住之江区、西成区

南部 ４区 阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区

【管轄区】

北部 ７区
北区、都島区、福島区、西淀川区、
淀川区、東淀川区、旭区

此花区、中央区、西区、港区、大正区、
天王寺区、浪速区、住之江区、住吉区、
西成区

【東部分室：森ノ宮】
東成区、生野区、城東区、鶴見区

南部 ３区 阿倍野区、東住吉区、平野区

中央 14区

こども相談センター4か所体制に向けた整備状況について

北部 ５区
北区、福島区、西淀川区、淀川区、
東淀川区

中央 １０区
此花区、中央区、西区、港区、大正区、
天王寺区、浪速区、住之江区、住吉区、
西成区

東部 ６区
都島区、東成区、旭区、生野区
城東区、鶴見区

南部 ３区 阿倍野区、東住吉区、平野区

【管轄区】



大阪市
おおさかし

中 央
ちゅうおう

こども相談
そうだん

センター案内図
あんないず

 

大阪市
おおさかし

浪速区
なにわく

浪速
なにわ

東
ひがし

１丁目
ちょうめ

１番
ばん

90号
ごう

 

★ＪＲ
ｼﾞｪｲｱｰﾙ

芦原橋駅
あしはらばしえき

北出口
きたでぐち

から建物
たてもの

入口
いりぐち

まで徒歩
と ほ

７分
ふん

（約
やく

450ｍ） 

★ＪＲ
ｼﾞｪｲｱｰﾙ

今宮
いまみや

駅
えき

東出口
ひがしでぐち

から建物
たてもの

入口
いりぐち

まで徒歩
と ほ

９分
ふん

（約
やく

550ｍ） 

★OsakaMetro
オ オ サ カ メ ト ロ

大 国 町 駅
だいこくちょうえき

５号
ごう

出口
でぐち

から建物
たてもの

入口
いりぐち

まで徒歩
と ほ

11分
ふん

（約
やく

700ｍ） 

電話
でんわ

：06-4301-3100（代 表
だいひょう

） 

【令和
れいわ

7年
ねん

3月
がつ

3日
にち

からセンターの所在地
しょざいち

が変
か

わります】 

〒556-0025

06-4301-3160（心理
し ん り

相談
そうだん

） 

※来所
らいしょ

の際
さい

は、できるだけ公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

をご利用
りよう

ください。 

（詳細図
しょうさいず

） 



Q 駐車場はありますか？

Ａ 施設内に７台分（障がい者用含む）の無料駐車場はありますが、台数に限りがありますので、
できるだけ公共交通機関のご利用をお願いします。
なお、周辺道路への路上駐車は近隣住民のご迷惑になりますのでご遠慮ください。

Q 施設の南側（ＪＲ今宮駅側）にある門からは出入りできないのですか？

Ａ 南側通用門については消防法等の法令に基づく避難用として設置しており、ふだんは安全確
保のため施錠しています。申し訳ありませんが北側の出入口をご利用願います。

Q 施設の開庁時間は変わりませんか？

Ａ 移転前と同様の平日の午前９時から午後５時３０分となります。

主な質問一覧

Q 施設内で飲み物は買えますか？

Ａ １階に自動販売機を設置しています。



大阪市
おおさかし

中 央
ちゅうおう

こども相談
そうだん

センター
せ ん た ー

分館
ぶんかん

 案内図
あんないず

 

○ 中 央
ちゅうおう

こども相談
そうだん

センター東部
と う ぶ

分室
ぶんしつ

 

○ 中 央
ちゅうおう

こども相談
そうだん

センター教 育
きょういく

相談
そうだん

 

○ 南部
な ん ぶ

こども相談
そうだん

センター仮庁舎
かりちょうしゃ

 

大阪市
おおさかし

中央区
ちゅうおうく

森
もり

ノ
の

宮中
みやちゅう

央
おう

１丁目
ちょうめ

17番
ばん

５号
ごう

 

電話
でんわ

：06-6718-5050（代 表
だいひょう

） 

〒540-0003

電話
でんわ

：06-6926-4600（代 表
だいひょう

） 

電話
でんわ

：06-4301-3181 

★OsakaMetro
オ オ サ カ メ ト ロ

 中央
ちゅうおう

線
せん

・長堀
ながほり

鶴見
つ る み

緑地
りょくち

線
せん

 

森ノ宮駅
もりのみやえき

 2号
ごう

・7
７

号
ごう

出口
で ぐ ち

から徒歩
と ほ

3分
ふん

 

（約
やく

170m） 

★J R
ｼﾞｪｲｱｰﾙ

大阪
おおさか

環状
かんじょう

線
せん

 森ノ宮駅
もりのみやえき

 

北側
きたがわ

出口
で ぐ ち

から徒歩
と ほ

3分
ふん

 （約
やく

270m） 

※来所
らいしょ

の際
さい

は、できるだけ公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を 

ご利用
り よ う

ください 

北側
出口

大阪市中央
こども相談
センター
分館

有料

Osaka
Metro
２号出口

三双ビル
ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟ Osaka

Metro
７号出口

長
堀
鶴
見
緑
地
線

中央線

森ノ宮
ピロティ
ホール

（令和
れいわ

7年
ねん

3月
がつ

から） 



大阪市
おおさかし

中 央
ちゅうおう

こども相談
そうだん

センター
せ ん た ー

分館
ぶんかん

 案内図
あんないず

 

○ 中 央
ちゅうおう

こども相談
そうだん

センター東部
と う ぶ

分室
ぶんしつ

 

大阪市
おおさかし

中央区
ちゅうおうく

森
もり

ノ
の

宮中
みやちゅう

央
おう

１丁目
ちょうめ

17番
ばん

５号
ごう

 

電話
でんわ

：06-6718-5050（代 表
だいひょう

） 

〒540-0003

電話
でんわ

：06-4301-3181 

★OsakaMetro
オ オ サ カ メ ト ロ

 中央
ちゅうおう

線
せん

・長堀
ながほり

鶴見
つ る み

緑地
りょくち

線
せん

 

森ノ宮駅
もりのみやえき

 2号
ごう

・7
７

号
ごう

出口
で ぐ ち

から徒歩
と ほ

3分
ふん

 

（約
やく

170m） 

★J R
ｼﾞｪｲｱｰﾙ

大阪
おおさか

環状
かんじょう

線
せん

 森ノ宮駅
もりのみやえき

 

北側
きたがわ

出口
で ぐ ち

から徒歩
と ほ

3分
ふん

 （約
やく

270m） 

※来所
らいしょ

の際
さい

は、できるだけ公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を 

ご利用
り よ う

ください 

北側
出口

大阪市中央
こども相談
センター
分館

有料

Osaka
Metro
２号出口

三双ビル
ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟ Osaka

Metro
７号出口

長
堀
鶴
見
緑
地
線

中央線

森ノ宮
ピロティ
ホール

○ 南部
な ん ぶ

こども相談
そうだん

センター仮庁舎
かりちょうしゃ

 

○ 中 央
ちゅうおう

こども相談
そうだん

センター教 育
きょういく

相談
そうだん

 

※令和
れ い わ

７年
ねん

３月
がつ

から電話番号
でんわばんごう

が変
か

わります 

（配付
は い ふ

期限
き げ ん

：令和
れ い わ

7年
ねん

２月
がつ

28日
にち

まで） 

電話
でんわ

：06-4301-3100（代 表
だいひょう

） ・06-4301-3160（心理
し ん り

相談
そうだん

） 

・06-6718-5130（心理
し ん り

相談
そうだん

） 

（令和
れ い わ

７年
ねん

３月
がつ

下旬
げじゅん

から当施設
とうしせつ

での業務
ぎょうむ

を開始
か い し

します） 



資料①－２ 

 

 

    こども相談センターの移転、管轄変更に係る療育手帳交付事務 

の取扱いについて 

                                

 障がい者施策部障がい福祉課 

 

 

１ 趣旨（概要） 

 こども相談センターの移転、管轄区域の変更に伴い、療育手帳交付事務の一部の 

取扱いを変更します。 

  

２ 区保健福祉課での業務の主な変更点 

（１） 全区 

・中央こども相談センター東部分室の追加に伴う療育手帳の様式変更 

  ⇒ ３月から使用する新様式を２月中に送付予定 

 

（２） 住吉区 

南部こども相談センターから中央こども相談センターへの管轄区域変更に伴

う取扱い変更 

・「療育手帳再判定のお知らせ」における「連絡先」・「電話」欄の表記の変更 

・区からこども相談センターへの問い合わせ、書類送付に関する宛先の変更 

   ⇒ 具体的な対応については１月下旬に通知予定 

 

（３） 東成区、生野区、城東区、鶴見区 

中央こども相談センターから中央こども相談センター東部分室への管轄区域

変更に伴う取扱い変更 

・「療育手帳再判定のお知らせ」における「連絡先」・「電話」欄の表記の変更 

・区からこども相談センターへの問い合わせ、書類送付に関する宛先の変更 

・「療育手帳不交付通知書」における「判定機関」欄の「電話番号」・「ＦＡＸ 

番号」の表記の変更 

   ⇒ 具体的な対応については１月下旬に通知予定 



 

 

保
ほ

護
ご

者
しゃ

 

氏
し

名
めい

 続
つづき

柄
がら

 電
でん

話
わ

 

住
じ
ゅ
う

所し
ょ

 

－１－ －２－ 

本
ほん

 人
にん

 

現住所
げんじゅうしょ

 

現住所
げんじゅうしょ

 〒   － 

療
りょう

育
いく

手
て

帳
ちょう

 

 

写真 

（縦４ｃｍ×横３ｃｍ） 

第
だい

       号
ごう

       年
ねん

  月
がつ

  日
にち

交付
こ う ふ

 

氏
し

名
めい

 

大阪市
おおさかし

 

大 阪 市

公 印 

現住所
げんじゅうしょ

 〒   － 

－３－ 

判
はん

定
てい

の 記
き

録
ろく

 

－４－ 

障
しょう

がいの程
てい

度
ど

 

（総合
そうごう

判定
はんてい

） 
身
しん

体
たい

障
しょう

が い 

判
はん

定
てい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

 

次
つぎ

の判定
はんてい

年月
ねんげつ

 

判
はん

定
てい

機
き

関
かん

 

（様式第１号） 

（所
しょ

管
かん

区
く

：      ） 

（所
しょ

管
かん

区
く

：      ） 

（参考１） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判
はん

定
てい

機
き

関
かん

 

－５－ －６－ 

－７－ 

備
び

 考
こう

 

－８－ 

備
び

 考
こう

 

大阪市
おおさかし

こども相談
そうだん

センター（    －    ） 

“はーとふる”ぷらざ   （    －    ） 

（大阪市
おおさかし

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーションセンター相談
そうだん

課
か

） 

（    －    ） 

判
はん

 定
てい

 機
き

 関
かん

 
 

１８
歳
未
満
の
方 

 

此花区
こ の は な く

、中央区
ちゅうおうく

、西区
に し く

、港区
みなとく

、 

大正区
たいしょうく

、天王寺区
て ん の う じ く

、浪速区
な に わ く

、東成区
ひがしなりく

、 

生野区
い く の く

、城東区
じょうとうく

、鶴見区
つ る み く

、住之江区
す み の え く

、 

西成区
に し な り く

にお住
す

まいの方
かた

 
４３０１－３１６０ 

 
⇒ 大阪市

お お さ か し

中央
ちゅうおう

こども相談
そうだん

センター 

 

阿倍野区
あ べ の く

、住吉区
す み よ し く

、東住吉区
ひがしすみよしく

、平野区
ひ ら の く

に

お住
す

まいの方
かた

 
６７１８－５１３０ 

 
⇒ 大阪市

お お さ か し

南部
な ん ぶ

こども相談
そうだん

センター 

 

北区
き た く

、都島区
みやこじまく

、福島区
ふくしまく

、西淀川区
にしよどがわく

、 

淀川区
よどがわく

、東淀川区
ひがしよどがわく

、旭区
あさひく

にお住
す

まいの方
かた

 
６１９５－４１７５ 

 
⇒ 大阪市

お お さ か し

北部
ほ く ぶ

こども相談
そうだん

センター 

１８
歳
以
上
の
方 

“はーとふる”ぷらざ 

（大阪
おおさか

市立
し り つ

心
しん

身
しん

障
しょう

がい者
しゃ

リハビリテー

ションセンター） 

６７９７－６５６２ 

 

注
ちゅう

 意
い

 事
じ

 項
こう

 
 

１ この手帳
てちょう

は、なくさないように大切
たいせつ

にお持
も

ちくださ

い。 
 

２ この手帳
てちょう

は、他人
た に ん

に譲
ゆず

ったり、貸
か

したりしてはいけ

ません。 
 

３ 判定
はんてい

機関
き か ん

、区
く

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センターなどへ相談
そうだん

に行
い

かれ

るときは、必
かなら

ずお持
も

ちください。 
 

４  手帳
てちょう

の中
なか

に書
か

かれている本人
ほんにん

または保護者
ほ ご し ゃ

の

住所
じゅうしょ

、氏名
し め い

に変更
へんこう

があったときは、すぐに区
く

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センターに届
とど

けてください。 
 

５ 電車
でんしゃ

・バス・飛行機
ひ こ う き

などの交通
こうつう

機関
き か ん

を割引
わ り び

き運賃
うんちん

で

利用
り よ う

するときには、必
かなら

ずこの手帳
てちょう

をお持
も

ちくださ

い。 
 

６ 判定
はんてい

の記録
き ろ く

欄
らん

に書
か

かれた「次
つぎ

の判定
はんてい

年月
ねんげつ

」までに、

１８歳
さい

未満
み ま ん

の方
かた

はこども相談
そうだん

センターの判定
はんてい

を、 

１８歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

は“はーとふる”ぷらざ（心
しん

身
しん

障
しょう

が

い者
しゃ

リハビリテーションセンター）の判定
はんてい

を受
う

けて

ください。 

－５－ 
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－９－ 



【帳票イメージ】療育手帳再判定のお知らせ
（参考２）



【帳票イメージ】療育手帳不交付通知書
（参考３）



 

資料② 

 

手話への理解の促進及び普及に係る取組事例について（情報提供） 

                                 

 障がい者施策部障がい福祉課 

 

 

１ 趣旨（概要） 

 阿倍野区の取組である手話の普及に係る取組事例（動画「あべのんと覚えるお 

 手軽簡単手話講座」の作成）を紹介する。 

 

２ 目的 

 「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」に基づき、本市のすべての所属において 

 手話への理解の促進及び手話の普及を連携して推進するため。 

 

３ その他 

  令和７年１月７日 各所属へメールにより周知予定 



（案） 

令和７年１月 日 

各区・局・室 総務担当課長 様 

各区 福祉業務主管課長 様 

福祉局 障がい者施策部  

障 が い 福 祉 課 長  

（ 担 当 ： 賀 集 ）  

 

 

手話への理解の促進及び手話の普及に係る取組事例について（情報提供） 

 

 

 本市では、手話が言語であるという認識に基づき施策を推進し、手話を必要とする 

すべての人の社会参加の促進と、安心して暮らせる地域社会の実現をめざして、平成 28 

年１月に「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」（平成 28年大阪市条例第２号）を制定し、 

本市のすべての所属において、手話に関する施策を着実に進め、それが本市の施策全体 

に広がるよう、連携して取り組むこととしています。 

 今回はその連携のひとつとして阿倍野区役所の取組を紹介します。 

 この取組は、他所属においても参考となる好事例であるとともに、聴覚障がいのある 

市民とのコミュニケーションの一助となるものですので、情報提供します。 

 

記 

 

「あべのんと覚えるお手軽簡単手話講座」全 10回  （リンク先はこちら） 

 

回 次 内    容 取り上げる主な手話 

第１回 挨拶を表す手話、指文字（あ～お） 「こんにちは」「おまたせ」「ごめんな

さい」「ありがとう」など 

第２回 時間を表す手話、指文字（か～こ）  

第３回 家族を表す手話、指文字（さ～そ） 「父」「母」「夫」「妻」など 

第４回 程度を表す手話、指文字（た～と） 「少し」「とても」「同じ」など 

第５回 数字を表す手話、指文字（な～の）   

第６回 食べ物・飲み物を表す手話、 

指文字（は～ほ） 

 

第７回 感情を表す手話①、指文字（ま～も） 「うれしい」「困った」など 

第８回 感情を表す手話②、指文字（や～よ）  

第９回 応援を表す手話、指文字（ら～ろ） 「がんばれ」「助ける」など 

第 10回 地名を表す手話、指文字（わ～ん） 「日本」「関西」「大阪」など 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLiYJd5lyqbHeNJLIXeJ1ShqbdnLf18lKB&si=_KPsWRjt2SOogswt


「大阪市手話に関する施策の推進方針」の改訂について （令和6年10月）

１ 大阪市手話に関する施策の推進方針について

➢ 手話を必要とするすべての市民の社会参加を促進し、安心して暮らせる地域社会の実現をめざして、平成28年１月
に「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」を制定

➢ この条例を踏まえ、手話への理解の促進及び手話の普及など手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、
平成29年３月に「大阪市手話に関する施策の推進方針」を策定

➢ 条例附則第2項の規定に基づき、3年ごとに推進方針を見直し（前回：令和3年10月）

２ 今回の改訂

手話への理解の促進及び手話の普及に関し、本市の手話に関する施策の基本的な考え方、施策の推進方針及び推進体制を
定める

R5年度 R6.7 R6.8 R6.9 中旬 R6.10

検討会議
（第１回）

推進方針に基づく
取組の状況を
関係所属に照会

福祉・健康部会
大阪市障がい者施策

推進協議会
公表

各所属へ周知

R6.9.３

検討会議
（第２回）

１ 手話への理解の促進及び手話の普及
・あいサポート研修での手話講座の実施（福祉局）
・ Y o u T u b eに「手話紹介動画」を公開（阿倍野区）
・小中学校での手話講習会の実施（中央区）

２ 手話による情報取得
・市長会見に手話通訳者を配置（政策企画室）
・窓口案内業務に手話通訳者を配置（阿倍野区、平野区）
・区役所等でのタブレット端末を用いた遠隔手話通訳の実施（全区・福祉局等）
・職員に対する手話研修等の実施（総務局・福祉局・此花区・旭区）

３ 手話による意思疎通の支援
・夜間・休日の医療機関受診時における手話通訳者の派遣（福祉局）

４ 手話を必要とする人への相談支援
・手話による聴覚言語障がい者の生活相談業務を実施（福祉局）

【参考】各所属における手話に関する主な取組

学識経験者・関係機関・当事者等が参画する検討会議において意見を聴取

項 目 概 要

手話への理解の促進及び手話の普及 手話が言語であることに関する市民や事業者への普及啓発の取組について記載

手話による情報取得 日常生活を送るうえで必要な情報を円滑に取得できる環境整備について記載

手話による意思疎通の支援 手話によるコミュニケーションを図るための体制整備について記載

手話を必要とする人への相談支援 生活全般に関する様々な困りごとへの相談支援の取組について記載

第１回検討会議（令和6年7月5日）

・ 各所属における手話に関する取組状況を説明

・ 推進方針改訂案に対する意見を聴取

第２回検討会議（令和6年8月：書面開催）

・ 第１回検討会議での意見を踏まえた推進方針
 改訂案に対する意見を聴取

【推進方針の内容】

【改訂のスケジュール】

推進方針 改訂版
（令和6年10月）
を作成

＊改訂版の概要は
裏面を参照

（参考１）



大阪市手話に関する施策の推進方針〔第 3版〕令和 6年 1 0月改訂について

２ 手話による情報取得

・ 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行を受け、一層の支援や環境整備を進める

２ 主 な 改 訂 の 内 容

１ 手話への理解の促進及び手話の普及

項 目 改 訂 内 容

区役所等における窓口対応
・タブレット端末による遠隔手話通訳の利用促進等、市民窓口を利
用しやすい環境づくりに取り組むことを追記 

災害時における情報提供
・災害時におけるろう者の適切な避難行動につなげるよう、福祉・
防災部局が連携して取り組むことを追記 

手話を使用することができる職員の増員 ・教員対象の手話講座や聴覚障がいに関する研修の開催などを追記

公共施設等に対する啓発
・手話の出前講座の対象を医療機関に加え、介護事業者等へ拡大す
ることを追記

1 推 進 方 針 の 概 要

・ 別紙のとおり

３ 手話による意思疎通の支援

項 目 改 訂 内 容

手話通訳者派遣事業の充実 ・手話通訳者派遣事業についての広報周知を追記

手話通訳者等の養成・確保
・手話奉仕員養成講座の幅広い年代への周知及び受講者の増加に向
けて取り組むことを追記

４ 手話を必要とする人への相談支援

項 目 改 訂 内 容

様々な媒体を活用した啓発

・障害者差別解消法改正を踏まえ民間事業者への合理的配慮の提供

における手話の大切さを明記 

・媒体の事例としてⅩ（旧Twitter）などＳＮＳを追記

イベント等を通じた啓発

・令和４年度から実施している9月23日の「手話言語国際デー」にお
ける市役所本庁舎等でのブルーライトアップの取組を追記

・東京2025デフリンピック、大阪・関西万博等の機会を活用した手

話の啓発に取り組むことを追記 

子どもの頃から手話に親しむ機会の創出
・子どもの頃から手話に触れる機会の創出、学校間での取組の情報
共有を追記 

項 目 改 訂 内 容

聴覚障がい児及びその保護者等への支援
・聴覚障がい児とその家族が共に手話を学ぶことを支援する体制整
備について記載



 

 

 

 Ⅰ 基本的な考え方  

大阪市こころを結ぶ手話言語条例第６条に基づく推進方針（以下、「推進方針」という。）

です。 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 施策の推進方針 大阪市こころを結ぶ手話言語条例第６条に基づく推進方針（以下、「推進 

 

 

 

 

１ 手話への理解の促進及び手話の普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 手話による情報取得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大阪市こころを結ぶ手話言語条例は、手話が言語であるという認識に基づき施策を推進し、手話

を必要とするすべての人の社会参加の促進と安心して暮らせる地域社会の実現をめざしている 

・手話への理解の促進及び手話の普及をより一層積極的に実施し、市民一人ひとりが手話について

の理解を深めるとともに、日常生活や社会生活の様々な場面で、手話を必要とする人が手話を利

用しやすい環境づくりに取り組んでいくことが必要 

・大阪市の各所属が条例の趣旨を踏まえた取組を実施し、それが大阪市の施策全体に広がるよう、

連携して施策を推進 

【現状と課題】 

◇ タブレット端末による遠隔手話通訳や、各種行事等における手話通訳者の配置を実施 

◇ 日常生活や社会生活における基本的かつ重要な情報等に対して、手話でアクセスできる環境

を整備していくことが重要 

【施策の方向性】 

大阪市の情報発信や市民窓口における手話対応の取組を進めるとともに、民間の事業者や公共サ

ービス機関においても、日常生活等で重要な情報に手話でアクセスできる環境整備に取り組む 

【具体的な取組】 

① 区役所等における窓口対応         ② 市主催行事等での手話対応等 

③ 災害時における情報提供          ④ ＩＣＴを活用した環境の整備 

⑤ 手話を使用することができる職員の増員   ⑥ 公共施設等に対する啓発 

大阪市手話に関する施策の推進方針〔第３版〕（概要） 

・大阪市では、条例をもとに様々な手話に関する取組を行っているが、令和 4 年 5 月に施行され

た障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の基本理念を踏まえ、ろう者の

情報の取得・利用や意思疎通について、一層の支援や環境の整備を進める 

【現状と課題】 

◇ 手話に関するリーフレットの作成や市ホームページなどを通じた啓発を実施 

◇ 令和６年４月に施行された改正障害者差別解消法を踏まえ、ろう者のコミュニケーション手

段としての手話の重要性を事業者に知っていただく必要がある 

◇ 大阪・関西万博や東京 2025デフリンピック開催などの機会も活用し、ろう者やデフスポー

ツについて周知する必要がある 

【施策の方向性】 

市民や事業者など多くの人が手話への理解を深められるような情報を積極的に発信するととも

に、身近に手話に触れ、気軽に楽しく学べる機会の創出と普及に取り組む 

【具体的な取組】 

① 様々な媒体を活用した啓発       ② イベント等を通じた啓発 

③ 気軽に参加できる手話講習会の実施   ④ 子どもの頃から手話に親しむ機会の創出 

（参考２） 



 

３ 手話による意思疎通の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 手話を必要とする人への相談支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ 施策の推進体制  

 

【現状と課題】 

◇ 手話奉仕員や手話通訳者の養成事業及び手話通訳者派遣事業を実施 

◇ 登録手話通訳者の高齢化等に伴って登録手話通訳者数が年々減少し、登録要件を市内から府

内に拡大することにより現状を維持しており、人材の確保に取り組む必要がある 

◇ 必要なときに十分なコミュニケーションを行える環境が必要であり、的確な支援を実施でき

る体制を整備することが重要 

【施策の方向性】 

登録手話通訳者の増加に取り組むとともに、病気や事故などの緊急時も含めた様々な場面にお

いて、ろう者が安心してコミュニケーションを図ることができる体制整備に取り組む 

【具体的な取組】 

① 手話通訳者派遣事業の充実  ② 緊急時の対応の検討  ③ 手話通訳者等の養成・確保 

・施策の推進にあたっては、各所属において条例の趣旨を踏まえた手話に関する施策を確実に進め

るとともに、大阪市障がい者施策推進会議（庁内連絡会議）においてそれぞれの取組について情

報共有を行い、取組の全体化を図ることにより、手話に関する取組が大阪市の施策全体に広がる

よう取り組む 

・推進方針は、ろう者、手話通訳者及びその他の関係者で構成する「大阪市こころを結ぶ手話言語

条例推進方針検討会議」の意見を踏まえて策定・改訂しており、今後も定期的に意見を聴きなが

ら見直しを行う 

【現状と課題】 

◇ 聴覚言語障がい者生活相談事業を実施し、手話通訳士の資格を有する生活相談員による

ろう者の日常生活及び社会生活の支援を実施 

◇ 生活の中で困りごとが生じたときに、気軽に相談できることが大切であり、福祉や就労、子

育て、教育、保健医療など様々な分野において手話による的確な相談支援を行うことが重要 

【施策の方向性】 

関係機関と連携して、日常生活の様々な場面において、ろう者が手話を使ってコミュニケーショ

ンを取ることができ、適切な相談支援が提供されるよう取り組む 

【具体的な取組】 

① 聴覚言語障がい者生活相談事業の充実    ② 様々な分野の相談支援機関との連携 

③ 聴覚障がい児及びその保護者等への支援 



 

資料③ 

 

セルフプランにより障がい福祉サービスを利用している方への 

計画相談支援利用勧奨について 

                             

 障がい者施策部障がい福祉課 

 

 

１ 趣旨（概要） 

 セルフプランにより障がい福祉サービスを利用している方のうち、令和７年に 

64歳を迎える方に対して計画相談支援の利用を呼びかける文書を送付し、円滑な介

護保険への移行につなげる取組について情報提供します。 

  

 

２ 目的 

  障がい福祉サービスを利用されている方が、65歳到達に伴い介護保険サービスの

利用を開始するにあたり、円滑な利用開始につなげるため。 

 

 

３ その他 

  令和７年１月７日 課長会で説明後、該当者へ文書発送 
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あなたにとってその計画
けいかく

が適切
てきせつ

かを定期的
ていきてき

に確認
かくにん

するサービスで、費用
ひよう

は掛
か

かりません。 

介護
かいご

保険
ほけん

の利用
り よ う

前
まえ

に、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

を利用
り よ う

するメリット 

◎ 介護
かい ご

保険
ほけん

サービスへの移行
い こ う

に関
かん

する不安
ふあん

の相談
そうだん

にのってもらえます。 

◎ 介護
かい ご

保険
ほけん

だけでは支給量
しきゅうりょう

が足
た

りない場合
ばあい

は、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスを継続
けいぞく

して使
つか

うことについて、 

相談
そうだん

にのってもらえます。 

◎ あなたのサービス利用
り よ う

の意向
い こ う

や、障
しょう

がい状況
じょうきょう

に合
あ

った利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

でき、介護
かい ご

保険
ほけん

利用
り よ う

に 

あたりケアマネジャーに引
ひ

き継
つ

ぐ際
さい

も、これまでどおりの生活
せいかつ

を続
つづ

けられるよう、ケアマネジャー 

と調整
ちょうせい

してもらえます。 

◎ 介護
かい ご

保険
ほけん

を利用
り よ う

する際
さい

は、利用者
り よ う し ゃ

負担
ふたん

の軽減
けいげん

制度
せいど

を利用
り よ う

することができる場合
ばあい

もありますが、 

そうした相談
そうだん

や手続
て つ づ

きにも協力
きょうりょく

してもらえます。 

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

の利
り

用
よ う

についてご質問
しつもん

などがある場合
ばあい

は、 

福祉局
ふくしきょく

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

（06-6208-7999）までお問
と

い合
あ

わせください。 

なお、支給
しきゅう

申請
しんせい

手続
てつづ

きはお住
す

まいの区
く

の保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

センター福祉
ふ く し

業務
ぎょうむ

担当
たんとう

で受
う

け付
つ

けます。 

本状
ほんじょう

と行
い

き違
ちが

いでご相談
そうだん

がお済
す

みでしたらご容赦
ようしゃ

ください。 
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